
狂犬病予防集合注射と犬の登録 
　「狂犬病予防法」により、犬の登録と年1回の

犬への予防注射が義務付けられています。また、

飼い主さんや犬の所在地の変更があった場合

は、登録変更が必要です。 

※集合注射を受けられない場合は、動物病院で受けてください。 

c環境経済課　蕁388‐1114

令和2年度自動車税種別割・ 
軽自動車税種別割の納期限 

　自動車税種別割と軽自動車

税種別割の納期限は6月1日（月）

です。自動車税種別割の納税

通知書は県から、軽自動車税

種別割の納税通知書は町から

発送します。必ず納期限までに

納めましょう。 

c自動車税：県自動車税事務所 

　蕁279‐3781 

　軽自動車税：税務課 

　蕁388‐1112

リサイクル雑誌の無料配布 
　笠松町図書室では、令和元

年度にご愛読いただいた雑誌

を進呈する「リサイクル雑誌の

無料配布」を実施します。皆さ

んぜひご利用ください。 

5月9日（土）～17日（日） 

午前9時～午後4時30

分 

笠松中央公民館図書室、

松枝公民館ロビー、総合会館ロ

ビー 

c教育文化課　蕁388‐3231

岐阜基地 
令和2年度夜間飛行訓練 

　岐阜基地では次のとおり夜

間飛行訓練を実施します。航

空機騒音によりご迷惑をおかけ

しますが、ご了承ください。 

毎週火曜日（予備：水

曜日・木曜日） 

午後5時～8時 

c航空自衛隊岐阜基地渉外室 

　蕁382‐1101（内線2271） 

後付け急発進等抑制装置設置補助金 
　高齢運転者の交通事故防止のため、自動車の後付け急発進等

抑制装置を設置するための経費（自己負担額）の一部を補助してい

ます。 

e建設課　蕁388‐1117

建築物の耐震化促進に伴う助成 
　町では地震に備えるため、昭和56年5月31日以前に着工された木

造一戸建て住宅の耐震診断を希望される方に、無料で専門家を派

遣し、耐震診断と耐震補強のアドバイスを受けられる制度を設けてい

ます。 

　また、昭和56年6月1日以降に着工された木造住宅の耐震診断と、

昭和56年5月31日以前に着工された木造以外の建築物の耐震診断、

昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震補強または、耐

震シェルターなどの設置にかかる費用の一部を助成する制度を設け

ています。 

5月7日（木）～12月28日（月） 

e建設課　蕁388‐1117

工業統計調査などの実施 
　工業統計調査と岐阜県輸出

関係調査を6月1日基準で実施

します。対象事業所には、6月上

旬までに調査員が伺いますので、

ご協力をお願いします。 

【工業統計調査】製造

業を営む従業者4人以上の事

業所／【岐阜県輸出関係調査】

工業統計調査の対象事業所で、

製品などを原形のまま輸出して

いる事業所 

調査票は、インターネット

または郵送で回答してください。 

c企画課　蕁388‐1113

消防団協力事業所表示制度 
　消防団協力事業所表示制

度は、消防団の活動に積極的

に協力している事業所などを「消

防団協力事業所」に認定し、表

示証を交付する制度です。 

　認定事業所になると、地域へ

の貢献、事業所のイメージアッ

プを図ることができるほか、法人

や個人の事業税を減税する県

の制度「消防団協力事業所支

援減税制度」の要件の1つを満

たすことができます。 

e総務課　蕁388‐1111

認定基準や申請方法など　 
の詳細はこちら蜷 

月日（曜日） 時　間 

5月 

14日（木） 

15日（金） 

10：30～11：30 

13：00～14：00 

11：00～11：40 

13：00～13：40

場　所 

役場（西駐車場） 

松枝公民館 

笠松中央公民館 

下羽栗会館 

注射料金 

注射済票交付手数料 

新規登録料（未登録の方のみ） 

2,650円 

550円 

3,000円 

試験日時 

放送内容 

伝達方法 

5月20日（水） 午前11時ごろ 

情報伝達試験「これはテストです。」と放送されます。 

各家庭の戸別受信機と屋外スピーカーから訓練放送が流れます。 

全国一斉情報伝達試験 
　地震や武力攻撃などの災害時に、

国から送られてくる緊急情報を、全

国瞬時警報システム（J‐アラート※）

により皆さんにお伝えするための試

験を行います。 

　笠松町以外の地域でも、全国的に同様の情報伝達試験が実施さ

れます。この機会に災害発生時の行動を再確認するとともに、平常

時の備えなどについて家庭内で話し合いましょう。 

※J‐アラートとは、地震や武力攻撃などの緊急情報を、国から市町村

へ人工衛星などを通じて瞬時に情報を伝達するシステムのことです。 

c総務課　蕁388‐1111

補助 
対象者 

条件 

補助金額 

申請期限 

必要書類 

以下のすべてに該当する方 
・笠松町に住民登録がある75歳以上の方 
（昭和21年4月1日以前に生まれた方） 

・自動車（自動二輪を除く）の運転免許証を保有する方 
・装置を設置する自動車の車検証に記載されている方 
・自動車税や町税などの滞納がない方 

・自家用自動車で、転売を目的とした自動車でないこと 
・国土交通省が認定（先行個別認定など）した自動車の後付

け急発進等抑制装置で、令和2年4月15日～令和3年2月
28日に設置されたものであること 

装置設置経費に対し、1台1万円（1人1回限り） 
※経費が1万円を下回る場合は経費の額（千円未満切捨て） 

令和3年3月15日 
※予算不足のおそれがあるときは受付を中止することがあり

ます 

・補助金交付申請書兼実績報告書（建設課で配布または町
ホームページからダウンロード可能） 

・申請者の運転免許証の写し 
・装置を設置した自動車の車検証の写し 
・装置設置経費の支払いのわかるもの（領収書の写し） 

消防団協力事業所表示マーク 
献血のお願い 

　新型コロナウイルス感染症の拡大により、献血協力者の深刻な減少が
続いています。医療機関への安定的な供給のために、ご協力をお願い
します。 
　現在、密集や密接を避けるため、献血は、あかなべ献血
ルーム、新岐阜献血ルームにて予約制で行っています。詳し
くは、岐阜県赤十字血液センターホームページをご覧ください。 

c健康介護課　蕁388‐7171
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